安全意識を高めるために

技術士・労働安全コンサルタント　矢島　藤一

はしがき

　労働災害を完全に防止するためには、全員の安全意識が高くないと中々達成できません。現在の社会組織は複雑怪奇で、個人意識が高いだけでは災害を防止することは難しいと言わなければなりません。ということは、災害防止は組織力によって培うことが必要になります。

　無災害が長く続くと、ともすれば現状肯定の空気が強くなり，安全意識や安全運動は停滞しがちになります。しかしながら、人の組織の複雑化と機械機構の高度化は、個人の力ではどうにもならないようになってきています。

　停滞した安全意識は、何時災害が発生しても不思議ではないとも言えます。「昨日も今日もこの方法で作業し、災害の発生が無いから、今のやり方いいのではないか」という自己流の考え方で安全評価をしてしまいます。この固定観念が怖いわけです。

　人の意識を上げるためには、全体の和を考えながら、人間関係を重んじることが必要です。そのことは、グループ、係、課等の単位で、同一の安全水準に保つような指導も必要になります。意識の停滞の無い、雰囲気の醸成が災害防止には必要になってきます。

　災害の無い日々の中にあっても、今までの安全対策や安全のための行動をより一層前進するための高揚策が不可欠の要素になってきます。このための安全意識を高揚させるためには、どのような施策が必要であるかを検討していきたいと思います｡

　よく、災害防止の決め手は「トップと第一線監督者」の意識にあるとも言われます。ということは、とりもなおさず組織で取り組まないといけないということになります。

　個人はそれなりの価値観を持って毎日行動しています。自己の価値観に合わなければ意識を高揚しようと思っても中々ついてこないこともあります。しかし、「一人の欠落」もあってはならないのが災害防止の基本です。個人の価値観の見直し、を与えることも必要です。これは「安全教育」の大きな柱かも知れません。これだけでは、中々「安全意識」は高められません。さまざまな情報媒体を通じて行います。

1 見せる

2 聞かせる

3 言わせる(発表・参加等)

4 やらせる

ことです。

　安全意識の高揚方法の一端を表1に示します。

	見せる


	掲示・ポスター・標語

スローガン・写真・OHP

安全壁新聞・回覧書類等
	併用
	映画・ビデオ・スライド

安全大会参加・各種の教育参加

工場見学参加等

	聞かせる
	放送・訓話・講演

社長訓示・朝礼、終礼

体験発表等
	
	

	言わせる

　やらせる
	TBM(ツールボックスミーティング・大会発表・3分間朝礼当番・ヒヤリ報告・安全作文・ポスター製作・標語作り・新聞作り・標語選出・ビデオ作成

工場見学報告等




表1　安全意識の高揚のための施策の方法

　組織全体として意識高揚には、ゼロ災害運動、危険予知訓練、ヒヤリ・ハット・気がかり運動等、全社の4S運動、表彰制度、提案制度などから選択して実施して安全水準を向上していきます。このような選択はトップの方針により決まります。

1． 具体的な方法

「見せる、聞かせる」ということは、一般作業者にとって情報収集の重要な手段です。情報を与えなければ安全意識は望めません。情報を与えて段々と各種の方法によって安全衛生いしきを高揚させていきます。その活用方法の一端を紹介します。

(1)　掲示板

　情報の伝達媒体として重要です。OHSMS等を基とした計画により次のようなことを示します。

1 安全衛生社長方針・年間目標

2 安全衛生推進年間計画表

3 月度各種活動推進計画表

4 安全衛生委員会報告

5 職場パトロール計画・結果成績

6 他社の動向や比較

7 災害発生の報告

8 健康診断日程等

9 パトロール実施の内容

10 その他必要なこと

掲示板まの前に立てば、予定日等自分の行動をどう取ればよいかがわかります。

(ⅰ)　場所

　　正門付近、広場前、食堂出入口、集会場等見易い場所を利用します。また、朝礼、TBM等を利用することもあります。

(ⅱ)　掲示物と掲示方法

　　見易い方法を考えます。

(ⅲ)　掲示期間

　　1～2週間とします。安全衛生のための開放(小集団等に使わせる等)

(2) ポスターの作成

(ⅰ)　ポスターの種類と効用

①　感性型ポスター

2 理性型ポスター

(ⅱ)　ポスターの選定法

(ⅲ)　ポスター掲示場所と掲示方法の注意

(ⅳ)　掲示の期間

(3) 安全衛生委員会報告

　「読んでもらう、見てもらう」工夫が必要です。「安全衛生委員会だより」等です。

(4) 安全衛生壁新聞

(5) 標語

(6) OHPについて

(ⅰ)　原紙作成・発表のポイント

(ⅱ)　効果

(7) ビデオの活用

(ⅰ)　安全衛生ビデオの活用

(ⅱ)　安全衛生ビデオの制作

(8) パソコンの活用

(ⅰ)　情報紙の作成

(ⅱ)　情報活用

(ⅲ)　他の活動情報

(ⅳ)　ホームページの活用

(9) 他工場等の見学

(ⅰ)　見学に行く

(ⅱ)　見学の受け入れ等

2． 家庭・交通を含めた安全運動

(１)　職場の安全と相乗効果

　近年､24時間トータル安全運動と称して、プライベートの交通安全から家庭での事故･災害の防止に至るまで、「いつでも」「どこでも」安全を確保しようという運動を展開する事業場が現れるようになりました。

　この背景には、業務上の災害･事故であろうと､業務外の災害･事故であろうと、その多くは次のようなヒューマンエラーが人間特性として上げられているからです。

1 うっかり

2 ぼんやり

3 不注意

4 近道

5 ルールの省略

　したがって、業務上の安全を確保するためには、家庭や交通の業務外の安全と一体として進めた方が効果的であると考えたからです。

　階段で足を踏み外して転落したり、家庭の階段で転落したり、駅の階段等で発生しても同じことです。交通安全にしても同じようなことが言えます。このようなことの相乗効果を期待して、「いつでも」「どこでも」災害･事故があってはならないことを期待するものです。
(2)　家庭への呼びかけ

　心身の疲労やストレス解消の場として家庭の存在は安全と深い係わりを持っています。これらはヒューマンエラーの素地となって現れます。その意味では、家族に安全についての理解を求めることが大切です。その方法にはいろいろなことが考えられます。

1 社内報やリーフレット

2 本人や家族の提案

3 安全標語の提案
4 事業場見学会

3． 各種団体の安全運動

1 全国安全週間(７月１日~７日)

2 国民安全の日(７月１日)

3 年末年始無災害運動(１２月15日~１月１５日)

4 建設業歳末労働災害防止月間(12月１日～31日)

5 ゼロ災害全員参加運動(ゼロ災運動)

6 安全施工サイクル運動

7 ３大災害絶滅運動

8 労働安全衛生コンサルタント制度推進月間(６月１日～30日)

9 クレーンの日(９月３０日)

10 ボイラー・デー(11月8日)

11 高圧ガス危害予防週間(10月23日～29日)

12 全国産業安全衛生大会

13 春(秋)の全国交通安全運動

14 春(秋)の全国火災予防運動

　などがあり、それぞれの事業場の対応したものを選定して参画したりします。

以上の各種団体の安全運動には、大企業等は積極的に参加していますが、中小企業等においては、ややもすると参加していない場合が散見されます。必要な行事には積極的に参加したいものです。

最後に

　私達が「安全診断等」で中小企業の事業場へ訪れた時に、「安全意識の向上」策を行なっていますか、という質問をしますと、殆どの事業場では、要領を得ない返事が返ってきます。ということは、策定が無いということです。

　ここに示されますような施策は、一つの例ですから、できることからやることが大事です。多少なりともお役に立てば幸いです。

「新・産業安全ハンドブック」より

2001-10-27
　自己紹介　　　　　　　　　出身地　高崎市
　　　　　　　　　　　　　　　略歴

昭和50年まで､日本電信電話公社（現NTT）において無線･電力装置の設計、

建設､保全の業務､並びに管理業務に従事する。

昭和51年より､（社）東京電気管理技術者協会会員（支部技術安全委員長）

として8年、新入会員講習会講師として(約20年間)活躍。電気保安功労賞(平
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　成元年、通商産業大臣表彰)、他多数

（社）日本労働安全衛生コンサルタント会会員(各種委員、安全衛生コンサル

タント編集委員10年、総務委員、埼玉支部副支部長)として活躍。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　この間、電気安全・労働安全・労働基準協会連合会等－各企業等の安全教
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　育・安全管理者・安全衛生推進者の教育。企業の安全診断及び指導等
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国家試験資格取得

技術士｢科学技術庁長官登録｣・労働安全コンサルタント｢労働大臣登録｣　　　　　　

第2種電気主任技術者・第1級無線技術士資格取得
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　OHSMSシステム監査員「認定」　　(社)日本労働安全衛生コンサルタント会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フェールセイフ化講師「認定」　　　(社)日本労働安全衛生コンサルタント会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　安全衛生サービス機関(安全診断等)登録　(財)中央労働災害防止協会
　　　　　技術士・労働安全コンサルタント　　矢島　藤一

331－0042　さいたま市奈良町79－129　　TEL・Fax(048)651－0385
URL  http://www.ac.wakwak.com/~t-yajima  Email  t-yajima@ac.wakwak.com
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